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武雄市男性の育児休業等取得促進奨励金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 市長は、男性の育児参画及び働きながら子育てしやすい環境づくりを促進する

ため、男性従業員に育児休業等を取得させた者に対し、予算の範囲内において奨励金

を交付するものとし、その交付に関しては、この告示に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

（１） 育児休業 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関

する法律（平成３年法律第７６号。以下「法」という。）第２条第１号に規定する

育児休業（次号を除く。）をいう。 

（２） 産後パパ育休 法第９条の２第１項に規定する出生時育児休業をいう。 

（３） 育児短時間勤務制度等 法第２３条第１項及び第２項並びに第２４条第１項

に規定する措置により設けた制度のうち、次に掲げるものをいう。 

ア １日の所定労働時間を６時間以下とする短時間勤務制度（短縮前の所定労働時

間において、１日の所定労働時間が６時間以下の場合及び１週間の所定労働日数

が２日以下の場合を除く。） 

イ 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第３２条の３第１項の規定により設け

た労働時間の制度 

ウ １日の所定労働時間を変更することなく、始業又は終業の時刻を繰り上げ、又

は繰り下げる制度 

（４） 育児休業等 前３号に掲げるものをいう。 

（交付対象者） 

第３条 奨励金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、次に掲げる

要件を全て満たす者とする。 

（１） 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する中小

企業者であること。 

（２） 市内に本社又は主たる事業所を有すること。 

（３） 市税を滞納していないこと。 



2/5 

（４） 労働協約、就業規則等に育児休業等について規定していること。 

（５） この奨励金に係る育児休業等の取得について、重複して他の補助金等（佐賀

県の「SAGA PAPA育休アシスト奨励金（令和７年４月１日付け男女第１５６

号）」を除く。）の交付を受けないこと。 

（６） 市が実施するジェンダーギャップ解消に係るワークショップの全てに参加す

ること。 

（７） 市が実施する男性の育児休業等に関する広報及び啓発活動に協力できるこ

と。 

２ 前項の規定にかかわらず、自己又は自社の役員等が次の各号のいずれかに該当する

者は、交付対象者としない。次の各号のいずれかに該当する者が、その経営に実質的

に関与している場合も同様とする。 

（１） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

（２） 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に

規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

（３） 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

（４） 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与え

る目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

（５） 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的

又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

（６） 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（７） 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

（対象従業員） 

第４条 奨励金の交付の対象となる従業員（以下「対象従業員」という。）は、次に掲

げる要件を全て満たす者とする。 

（１） 雇用保険の被保険者として雇用されている男性従業員であること。 

（２） 主たる就業場所が市内にある者又は市内に住所を有する者であること。 

（奨励金の交付要件等） 

第５条 奨励金の交付要件、奨励金の額等は、別表に掲げるとおりとする。 

（受給資格認定の申請） 

第６条 交付対象者は、第８条の規定による奨励金の交付申請をするに当たり、武雄市
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男性の育児休業等取得促進奨励金受給資格認定申請書（様式第１号）に、次に掲げる

書類を添えて、対象従業員が育児休業等の取得を開始する日（以下「取得開始日」と

いう。）までに、市長に提出しなければならない。ただし、取得開始日までに提出す

ることができないやむを得ない理由があると認められる場合は、取得開始日後、速や

かに提出しなければならない。 

（１） 育児休業等について規定した労働協約、就業規則等の写し 

（２） 対象従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

（受給資格の認定） 

第７条 市長は、前条の認定申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結

果を武雄市男性の育児休業等取得促進奨励金受給資格審査結果通知書（様式第２号）

により、交付対象者に通知するものとする。 

（交付申請） 

第８条 前条の規定により受給資格認定を受けた交付対象者で、奨励金の交付を受けよ

うとする者（以下「申請者」という。）は、武雄市男性の育児休業等取得促進奨励金

交付申請書（様式第３号）に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければなら

ない。 

（１） 育児休業等の期間、条件等について申請者と対象従業員の間で取り交わした

もの（育児休業等申出書、承認書等）の写し 

（２） 対象従業員の就業状況及び育児休業等の取得状況が確認できるもの（育児休

業等の取得開始日前後の出勤簿、タイムカード等）の写し 

（３） 前２号に掲げるもののほか市長が必要と認めるもの 

２ 前項の交付申請書の提出期限は、受給資格認定の日以後で、次に掲げる日のいずれ

か早い日とする。 

（１） 育児休業等の取得期間が終了した日の翌日から起算して１箇月を経過した日 

（２） 取得開始日から１箇月を経過した日の翌日から起算して１箇月を経過した日 

（３） 受給資格認定の日が属する年度の３月３１日 

（奨励金の交付決定等） 

第９条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と

認める場合には、奨励金の交付決定を行い、武雄市男性の育児休業等取得促進奨励金

交付決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。 
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（奨励金の交付） 

第１０条 前条の通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）が奨励金の交付を受

けようとするときは、速やかに武雄市男性の育児休業等取得促進奨励金交付請求書

（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに奨励金を交付するものとする。 

３ 交付決定者は、奨励金の交付を受けた日から１箇月以内に、武雄市男性の育児休業

等取得促進奨励金受給報告書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。ただ

し、育児休業等の取得期間が終了していない場合は、終了後、速やかに提出するもの

とする。 

４ 育児休業又は産後パパ育休に係る奨励金の交付を受けた交付決定者は、対象従業員

が職場に復帰した日から起算して１箇月を経過した時点での雇用継続状況を、武雄市

男性の育児休業等取得促進奨励金雇用継続証明書（様式第７号）により、速やかに市

長に報告しなければならない。 

（交付決定の取消し及び奨励金の返還） 

第１１条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付

の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に交付した奨

励金があるときは、その全部又は一部の返還を命じるものとする。 

（１） 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。 

（２） 前号に掲げるもののほか、奨励金の交付の決定の内容及びこれに付した条件

に違反したとき、又は市長の指示若しくは命令に従わなかったとき。 

（書類の保存） 

第１２条 交付決定者は、奨励金の交付に係る関係図書、収支に関する帳簿及び支払い

に関する証拠書類を、奨励金が交付された年度の末日から５年間保管しなければなら

ない。 

（その他） 

第１３条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年告示第４１号） 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表（第５条関係） 

区分 交付要件 奨励金の額 

育児休業 次に掲げる要件を全て満たすこと。 

（１） 令和７年４月１日以後、対象従業員に育

児休業等（育児短時間勤務制度等を除く。）を

取得させること。 

（２） 育児休業等（育児短時間勤務制度等を除

く。）を連続して５日以上（勤務を要しない日

を除く。）取得させること。 

（３） 育児休業等（育児短時間勤務制度等を除

く。）の取得後、対象従業員の意思に反して雇

用条件の変更をすることなく、元の職場に復帰

させ、１箇月以上の雇用を継続すること。 

育児休業等１件につ

き５万円。ただし、

各年度において、１

交付対象者につき１

０万円を限度とす

る。 

※ 対象従業員が育

児休業等を１回取

得するごとに１件

とする。 

産後パパ育休 

育児短時間勤

務制度等 

次に掲げる要件を全て満たすこと。 

（１） 令和７年４月１日以後、対象従業員に育

児短時間勤務制度等を取得させること。 

（２） 育児短時間勤務制度等を連続して１箇月

以上（勤務を要しない日を含む。）取得させる

こと。 

 


